
行政不服審査法の審査請求に係る標準審理期間及び審理員候補者名簿について

熊本地方法務局における行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」

という。）の審査請求に係る標準審理期間（法第１６条）及び審理員候補者（法

第１７条）について，次のとおり定めましたので，お知らせします。

令和２年７月１０日現在

※ 標準審理期間（法第１６条）は，審査請求の審理期間の目安であり，事案によっては，この

期間内に終了しないものもありますので，御留意ください。


